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受動喫煙防止に関する施設調査の結果（速報）について 

１ 要旨・目的 

  施設における受動喫煙防止対策の状況を把握し，今後の対応を検討するため，次のとおり調査

を実施した。 

調査対象 広島県全域の健康増進法第 28条の対象施設 

調査期間 令和４年７月 11日（月）～７月 29日（金） 

実施方法 

経済センサス令和２年次フレーム産業小分類のうち，対象となる 16の種別から無作
為抽出法により抽出（広島市地域の調査業務は，広島市が実施） 

（1）調査票配付数 8,996票 （2）有効回答数 5,244票 （3）有効回答率 62.7％ 

調査項目 
健康増進法一部改正の認知度，広島県がん対策推進条例改正の認知度， 
受動喫煙防止対策の実施状況 

集計方法 

・施設種別の分析の精度を高めるため，施設数比率の小さい施設種別の抽出率を 
高くして対象施設の抽出を行った。 

・このため，集計に当たっては，施設種別の母集団構成比を反映するため，ウエイトを 
つけて集計した。本調査結果の回答比率（％）はウエイトバック後の数値である。 

区 分 回答数 規正標本数 

全 体 5,244 110,706 

第一種施設 988 9,882 

第二種施設 4,256 100,825 
 

調査結果 

の 見 方 

集計数値は小数点以下第２位を四捨五入しているため，全項目の回答比率の合計が
100％とならない場合がある。 

予  算 令和４年度当初予算 1,030千円（一部国庫） 

 

２ 現状・背景 

令和２年４月に，健康増進法及び広島県がん対策推進条例の改正内容が全面施行され，多数の

者が利用する施設が原則屋内禁煙になる等，受動喫煙防止の対策が強化されている。 

 

３ 概要（調査結果） 

(1) 法令の認知 

（ア）法の改正 

受動喫煙を防止するための取組がルール化 

されたことについて，「知っている」は，第一 

種施設・第二種施設ともに６割を超えている。 

 

（イ）条例の改正 

学校や児童福祉施設等が敷地内禁煙 

となったことを「知っている」は，第一 

種施設で７割を超え，第二種施設は７割 

近くとなっている。 
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(2) 喫煙環境 

  ア 施設全体 

「敷地内を全面禁煙」は，第一種施設 

で 80.9％，第二種施設で 36.3％あった。 

    第一種施設は屋内に喫煙場所（以 

下「喫煙室」という。）を設置不可にも 

かかわらず，2.1％（■＋■）が屋内に 

「喫煙場所あり」と回答した（※）。 
 

 
 
 
 

  【たばこの煙の流出防止のための技術的基準】 

   屋内に喫煙室があると回答した第二種施設 

（■＋■：18.3％）について見ると，たばこ 

の煙の流出防止のための技術的基準（※） 

を満たす割合は７％（■）であった。 

 

 

 

 

  【喫煙室の標識掲示】 

喫煙室がある第二種施設（■＋■：18.3％）に 

ついて見ると，標識を施設の出入口に掲示し 

ているのは 24.3％（■＋■）であった。 

 

  

 

 

  

【屋外喫煙場所の状態】 

屋外に喫煙場所がある第一種施設 

（■＋■：14.6％）について見ると， 

法令に規定する特定屋外喫煙場所の 

要件（※）を満たす割合は 13.1％（■） 

であった。 
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※技術的基準 

①たばこの煙は屋外又は外部に排気する。 

②たばこの煙が室内から室外に流出しないよう， 
壁，天井等によって区画する。 

③喫煙室の出入口では室外から室内に向かって 
0.2ｍ/秒以上の風速を維持する。 

【掲示例】 ①喫煙室の出入口   ②施設の出入口 

  

 

 

 

 

 

 

※「官公庁施設」には一部，第二種施設が含まれ 
るため，第二種施設である官公庁施設が第一種 
施設として回答した可能性もある。 

 

※特定屋外喫煙場所の要件 

①人が通常立ち入らない場所に設置している。 

②喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別している。 

③喫煙場所であることが分かるよう標識を掲示している。 
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ないよう壁，天井等で区画されている 
 
③出入口では室外から室内に向かって
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①人が通常立ち入らない 
場所に設置している 

②喫煙場所と非喫煙場所を 
明確に区別している 
（壁，線引き等） 

③喫煙場所であることが分か 
るよう標識を掲示している 

 

■施設の出入口と喫煙室の出入口との両方に掲示している  
■施設の出入口のみに掲示し，喫煙室の出入口に掲示していない 
■喫煙室の出入口のみに掲示し，施設の出入口に掲示していない 
■掲示していない  
■無回答 
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【内訳】（複数回答） 

■①~③をすべて満たしている ■左記以外 
■①~③のうち２つを満たしている ■無回答 
■①~③のうち１つを満たしている  

【技術的基準】 

【 標 識 】 

■第二種施設 
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イ 飲食店  

（ア）飲食店（店内で飲食サービスを提供）の 

喫煙環境を見ると，「屋内禁煙，屋外に喫煙 

場所あり」が40.7％で，「敷地内を全面禁煙」 

が24.7％となっている。 
 

  （イ）屋内に喫煙場所があると回答した飲食店 

（■＋■：29.9％）のうち，技術的基準を 

満たす割合は 7.5％にとどまった。 

    標識を施設の出入口に掲示しているのは 

約６割であった。 

 

 

 

 

ウ 学校等  

「保育所・幼稚園，小・中・高等学校」は，  

敷地内に喫煙場所を設置不可にもかかわらず， 

屋内又は屋外に喫煙場所がある施設が 

1.4％（■＋■）あった。 

４ 今後の対応   

(1) 調査の結果をとりまとめ，県ＨＰ（広島がんネット）で公表する。 

(2) 受動喫煙防止のための制度についての認知度は６～７割にとどまり，各施設において取るべき具体的

対応について十分周知されていないことから，広報媒体やＳＮＳ等で，引き続き情報発信をしていく。 

(3) 飲食店については，屋内に喫煙室がある場合が多く，また，規模や形態によって適用される内容に違

いがあることから，関係団体等を通じて，制度について改めて周知することとし，学校等についても，

敷地内完全禁煙の実現に向けて，条例を再度周知する。 

  【参考】 

区 分 施設の種類（施設例） 健康増進法・広島県がん対策推進条例 義務付け 

第一種 

施 設 

①学校，病院，児童福祉施設,その他の 

受動喫煙により健康を損なうおそれが 

高い者が主として利用する施設 

②国及び地方公共団体の行政機関の庁舎 

（行政機関がその事務を処理するために 

使用する施設に限る。） 

敷地内禁煙 

屋外喫煙場所の設置可（※） 

  ただし，県条例により，子供が主たる 
利用者である学校及び児童福祉施設等は，  
（屋内・屋外ともに）敷地内完全禁煙 

義務 

第二種 

施 設 
第一種施設以外の施設 

原則屋内禁煙 

喫煙を認める場合は喫煙専用室など 

の設置が必要 

義務 

  ※ 「特定屋外喫煙場所」を特例的に設置可 

■敷地内を全面禁煙         
■屋内禁煙，屋外に喫煙場所あり   
■屋外禁煙，屋内に喫煙場所あり  
■屋内・屋外ともに喫煙場所あり   
■無回答  

1.1% 0.3% 

24.7% 40.7% 14.1% 15.8% 4.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■敷地内を全面禁煙         
■屋内禁煙，屋外に喫煙場所あり   
■屋外禁煙，屋内に喫煙場所あり  
■屋内・屋外ともに喫煙場所あり   
■無回答  

■施設の出入口と喫煙室の出入口との両方に掲示している  
■施設の出入口のみに掲示し，喫煙室の出入口に掲示していない 
■喫煙室の出入口のみに掲示し，施設の出入口に掲示していない 
■掲示していない  
■無回答 
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たばこの煙が室内か…
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【 標 識 】 
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■①~③をすべて満たしている ■左記以外 
■①~③のうち２つを満たしている ■無回答 
■①~③のうち１つを満たしている  
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①たばこの煙が屋外に排気されている 
 
②たばこの煙が室内から室外に流出し
ないよう壁，天井等で区画されている 
 
③出入口では室外から室内に向かって
0.2ｍ/秒以上の風速を維持している 

【内訳】（複数回答） 

【技術的基準】 

約６割 


